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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について 

 

令和２年４月２０日付け監査報告第１０号により提出のありました定期監査

の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありました事

項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。 

  

  



監査の結果に基づき講じた改善措置 

 

産業振興部産業立地・就業支援課 

産業振興部市場流通課 

                 

産業振興部産業立地・就業支援課について 

［指摘事項］ 

(1) 市は下関市勤労福祉会館、下関市勤労青少年ホーム及び下関市勤労者総

合福祉センターの使用料の徴収事務に関する業務を委託し、受託者は業務

実績の報告書を毎月市に提出しているが、報告書には実際の収納額と一致

しない不備や内訳（室の使用回数、時間帯、割り増しの適用等）が不明確で

ある不足があり、所管課は不適当な報告書に基づいて業務の実績を検査し

ていた。業務実績の報告として必要な内容を受託者に示し、適当な報告書

を徴取のうえ、適正に検査されたい。 

（改善措置状況） 

当該業務の報告書については、記載が必要な内容（室の使用回数等）を

受託者に示し、収納額の内訳が明確になるよう改善を図った。 

現在は、業務の実績について、提出された報告書に基づき、適正に検査

を行っている。 

 

［指摘事項］ 

(2) 定期点検を委託した下関市豊浦勤労青少年ホームの消防用設備に、点

検結果が「不良」の設備があったが、所管課は委託契約に定める点検結果

に関する協議を受託者と行っておらず、修繕の必要性等を把握していな

かった。施設の安全が損なわれないよう、適正に事務処理されたい。 

（改善措置状況） 

指摘後、直ちに当該設備の修繕を実施し、正常に作動するよう措置した。 

今後は、消防用設備に係る点検結果について、複数の職員が精査するな

ど、修繕等を遺漏することがないようチェック体制を強化し、再発防止に

努める。 

 

産業振興部市場流通課について 

［指摘事項］ 

(1) 随意契約により委託契約を締結した唐戸市場建築物環境衛生管理業務の

予定価格に疑義があった。 

本件は、当初条件付き一般競争入札を行ったが、入札者がなかったことか

ら随意契約により契約を締結したもので、随意契約に切り替えるにあたり、



所管課は予定価格を競争入札時の約１.３倍に増額し、一者選定の見積り合

わせにより相手方を決定した。入札の不調は金額的に条件を満たさなかった

ことが原因ではなく、また、仕様の変更もないため、予定価格を増額させる

外的な要因はない。所管課への聞き取りによれば、前年度の契約業者も入札

しないことから、対価が相応でない可能性に思い至り、積算をやり直した結

果とのことであった。それらの経緯は伺書等に記載されておらず、積算の詳

細を含め、増額の理由が不明確である。一者選定による随意契約は、より高

い透明性が求められると思料する。疑義が生じることがないよう、適正に事

務処理されたい。 

（改善措置状況） 

今回指摘されたような事案が生じた場合に「予定価格の積算根拠」や「設

計額が変更に至った経緯」などについて漏れなく伺書に記載することをは

じめとして、一者選定による随意契約を含む契約事務全般について疑義が

生じることがないよう、職員に周知徹底した。 

 


